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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧  

 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧  

「環境影響評価法」第７条の規定に基づき，当社は環境の保全の見地からの意見を

求めるため，方法書を作成した旨及びその他事項を公告し，方法書を公告の日から起

算して１月間縦覧に供した。  

 

（１）公告の日  

平成２５年３月２８日（木）  

 

（２）公告の方法  

① 平成２５年３月２８日（木）付けで，以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載し

た。  

［ 別紙１ 参照 ］  

・産経新聞（朝刊２６面，和歌山県版）  

・朝日新聞（朝刊３１面，和歌山県版）  

・読売新聞（朝刊３３面，和歌山県版）  

・毎日新聞（朝刊２６面，和歌山県版） 

  

② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。  

・自治体の広報誌へ掲載した。             ［ 別紙２ 参照 ］  

     広報ひろがわ４月号（P15） 

     広報日高川町４月号（P7） 

  広報有田川 ４月号（P24） 

 

・当社 ホームページへ掲載した。             ［ 別紙３参照 ］  

    ・自治体（広川町、日高川町、有田川町、湯浅町）のホームページへ掲載した。 

［ 別紙４－１～４－２ 参照 ］ 
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（３）縦覧場所  

自治体庁舎７箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。  

①  自治体庁舎  

・和歌山県 環境生活部  環境政策局  環境生活総務課  

・日高川町役場 まちみらい課、中津支所中津振興課、美山支所美山振興課 

・広川町役場 総務政策課  

・有田川町役場吉備庁舎 環境衛生課 

・湯浅町役場 まちづくり企画課  

② インターネットの利用  

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。         ［ 別紙５ 参照 ］  

 

（４）縦覧期間  

平成２５年３月２８日（木）から平成２５年４月３０日（火）までとした。  

平日の９時から１７時までとし，当社ホームページでは，さらに縦覧期間終了後

も平成２５年５月１４日（火）まで閲覧可能とした。  

インターネットの利用による電子図書の閲覧は，縦覧期間中には常時アクセス可

能な状況とした。  

 

（５）縦覧者数  

総 数１名（縦覧者記録用紙記載者数）            ［ 別紙６ 参照 ］  

（内訳）  

① 自治体庁舎  

・和歌山県 環境生活部  環境政策局  環境生活総務課          ０名 

・日高川町役場 まちみらい課、中津支所中津振興課、美山支所美山振興課 ０名 

・広川町役場 総務政策課                       ０名 

・有田川町役場吉備庁舎 環境衛生課                  １名 

・湯浅町役場 まちづくり企画課                    ０名 
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２．環境影響評価方法書についての説明会の開催  

「環境影響評価法」第７条の２の規定に基づき，方法書の記載事項を周知するため

の説明会を開催した。  

説明会の開催の公告は，方法書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。  

 

（１）開催日時  

１回目：平成２５年４月１３日（土） １７時００分～１９時００分  

２回目：平成２５年４月１４日（日） １０時００分～１２時００分  

 

（２）開催場所  

１回目：広川町役場 三階大会議室(広川町広１５００)  

２回目：日高川交流センター (日高川町高津尾７１８－３)  

 

（３）来場者数  

１回目：２名  

２回目：２名  

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握  

「環境影響評価法」第８条の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。  

 

（１）意見書の提出期間  

平成２５年３月２８日（木）から平成２５年５月１４日（火）まで  

（縦覧期間及びその後２週間とし，郵送受付は当日消印有効とした。）  

 

（２）意見書の提出方法                       ［ 別紙７ 参照 ］  

① 縦覧場所及び説明会に備え付けた意見書箱への投函  

② 当社への郵送による書面の提出  

 

（３）意見書の提出状況  

①縦覧場所における縦覧者数及び意見書数    （縦覧者数）  （意見書数） 

・和歌山県 環境生活部  環境政策局  環境生活総務課 

                         ０名       ０通 

・日高川町役場 まちみらい課、中津支所中津振興課、美山支所美山振興課 

 ０名             ０通 

・広川町役場 総務政策課              ０名       ０通 
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・有田川町役場吉備庁舎 環境衛生課         １名             ０通 

・湯浅町役場 まちづくり企画課           ０名       ０通 

 

②説明会における来場者数及び意見書数         （来場者数）  （意見書数） 

・１回目                     ２名      ０通 

・２回目                     ２名      ０通 

 

③当社への郵送により意見書数                       （意見書数） 

                                   １通 

※ 意見書の提出が１通に対して，意見総数は４件であった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要

とこれに対する当社の見解  

 

「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づいて，当社に対して意見書の提

出により述べられた環境の保全の見地からの意見は４件であった。  

「環境影響評価法」第９条及び「電気事業法」第４６条の６第１項の規定に基

づく，方法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は，次のとお

りである。 
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Ｎｏ. 意見の概要 当社の見解 

１ 計画地一帯は、県内でも有数のクマタ

カの生息地であり、複数のクマタカが 

生息、・繁殖している。クマタカは全国

版、和歌山県版ともレッドリストの絶

滅危倶ＩB類(EN) に指定されており、

絶滅の恐れが非常に大きい種である。

この事業により、この地域で繁殖する

クマタカの生息環境が著しく悪化する

恐れがあり、事業計画を即刻中止して

いただきたい。 

環境影響評価実施前に有識者への意見聴取

を行い、対象事業実施区域周辺にクマタカ

が生息している可能性があることを把握し

ております。クマタカの調査については、

「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省

自然環境局野生生物課,平成 24年 12月）に

準拠し、生息環境への影響については、可

能な限り定量的な予測を行うことで、判断

したいと考えております。 

２ 猛禽類の調査は、少なくとも 2 営巣期

が標準である。この地域のクマタカの

繁殖は隔年が一般的なので、少なくと

も 3～4 年の調査が必要である。 

猛禽類については 1 年間継続して実施する

こととし、得られる調査結果を鑑みつつ調

査期間及び内容については順応的に対応す

ることとしています。また、隣接する当社

サイトでは、建設前から当該地一帯におい

て猛禽類調査を実施しております。これら

の結果も踏まえて、クマタカの生息環境へ

の影響を検討致します。 

３ この地域は、尾根筋を中心に自然林も

多く残されており、野鳥の多い地域で

ある。したがって、猛禽類だけでなく、

一般鳥類の調査も実施し、鳥類相の把

握に努め、レッドリスト掲載種の生息

状況を調査すべきである。 

一般鳥類については、ラインセンサス法や

任意踏査を行うことで鳥類相の把握に努め

ます。また、レッドリスト掲載種等の重要

な種についても、生息状況の把握に努めま

す。 

４ タカ渡りのコースや時期は、その時の

気象状況によって変化する。したがっ

て、1 年間に数日のみの実施では、把

握できない。1 週間以上の連続した調

査を、複数年実施すべきである。 

渡り時期の気象状況の周期を考慮し、調査

を実施することとしております。調査時期

が渡りのピークに該当するように、周辺の

情報をしっかり把握して調査を実施致しま

す。 

また、隣接する当社サイトの自主アセスの

結果も取り込み、評価を行います。 
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[別紙１] 

 

日刊新聞紙に掲載した広告 

 

○平成２５年３月２８日（木）掲載 

・産経新聞（朝刊２６面，和歌山県版）  

・朝日新聞（朝刊３１面，和歌山県版）  

・読売新聞（朝刊３３面，和歌山県版）  

・毎日新聞（朝刊２６面，和歌山県版） 
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[別紙２] 

 

自治体広報誌への掲載 

 

広報ひろがわ４月号（P15）     広報日高川町４月号（P7） 

  

    

広報有田川 ４月号（P24） 
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[別紙３] 

 

当社ホームページに掲載したお知らせ 

 

○平成２５年３月２８（木）から掲載 
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[別紙４－１] 

自治体のホームページへ掲載したお知らせ 
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[別紙４－２] 
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[別紙５] 

○平成２５年３月２８（木）から掲載 
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[別紙６] 

 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 
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[別紙７] 

 

縦覧場所に用意した意見書（様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 


